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「そんなつもりじゃなかった」ネット上での誹謗中傷
調べ学習，川柳作りの活動を通して

中学校� 総合的な学習の時間・国語　第１学年授業での「初めの一歩」実践事例 ��

「Ａ話すこと・聞くこと」，「Ｂ書くこと」，「Ｃ読むこ

と」及び〔言語事項〕について相互に密接な関連を図

って，国語の授業で学習した力を伸ばすことを目指す。

新聞記事データベース等を利用して調査することを

通じて，インターネット上で起きている事件について

調査し，社会的な問題や自分たちの課題について考え，

自己の生き方について考えることを目指す。そして，

軽はずみな行動が自分の生活，友だちの生活，社会全

体にどのように影響を与えるのかを新聞等で報道され

ている事件を通じて知る。

また，川柳作りでは，他の人に正しい行いをするよ

う呼びかけることで，よりよい社会を作り上げること

に貢献しようとする態度を養う。
本時の指導目標と対応する学習指導要領の内容

a4-1：情報社会における自分の責任や義務について考え、行動する

d4-2：トラブルに遭遇したとき、主体的に解決を図る方法を知る

g4-1：情報セキュリティの基礎的な知識を身につける

i 4-1：ネットワークの公共性を意識して行動する

ここでの情報モラル指導のねらい

指導計画略案・学習活動

PCに詳しい先生だけがやるのではなく，学年全体，学校全体で取り

組むことが重要です。指導にあたって，先生にはブログやSNS（ソーシ

ャルネットワークサービス）の仕組みなどの技術的な知識よりも，新聞

などに報道されているインターネット上の事件についての知識が必要で

す。先生側が事前に新聞記事データベースなどでインターネット上の事

件の記事を調べておき，生徒が効率よく資料を探し出せるよう，支援す

ることがポイントです。そのことを理解すればPCに詳しくない先生も

指導できるはずです。

また，ネット上に公開された情報は誰もが見ることができ，何気なく

ネット上に公開した情報が，社会に大きな影響を与えることがあること

を生徒に理解させることが重要です。

指導のポイント・留意点

【川柳作り】・川柳の作り方の学習と情報モラル川柳作り。

【発表会】
・調べたり，考えたりしたことをグループごとに発表する。

【調べ学習とまとめ】
・グループで調べ学習を行い，それをまとめる。

【アンケートと課題の確認】
・情報モラルについての生徒の実態調査と，課題の確認。
・グループで調べたこと，考えたことのまとめ方についての指導。
・どのような形で発表するかについての相談。

【オリエンテーション】
・新聞記事データベースの利用方法の説明，図書室，地域の公立
図書館の利用の仕方についての説明。
・学習期間中は，昼休み，放課後等にPCルームで，調べ学習を
することが可能であることの説明。

第１時

第２時～第３時

第４時～第６時

第７時～第８時

第９時～第10時

総合的な学習の時間　第４　２�自ら課題を見付け，自

ら学び，自ら考え，主体的に判断し，よりよく問題を解

決する資質や能力を育てること。

国語［第1学年］１�必要な材料を基にして自分の考え

をまとめ，的確に書き表す能力を高めるとともに，進ん

で書き表そうとする態度を育てる。

誹謗中傷，メール（電子メール）によるいじめなど，インターネットを悪用した人権侵害をする児童生徒

がでないように予防教育を行うことは重要です。22ページの実践事例や28ページの指導内容は加害者になら

ないための教育指導の参考になります。

一方で，児童生徒がネット上の誹謗中傷やいじめの被害を受けることもあります。そのような被害につい

て児童生徒や保護者から相談された場合は，次の事項を参考にして対応するとよいでしょう。

� 事実確認をする

正確な事実確認を行うためにWebページの画面やメールの文章などを印刷したりデータ保存したりして，

冷静な目で判断をすることが必要です。問題となる事実が確認できた場合は，学級担任などの特定の教員が

抱え込むのではなく，学校全体で取り組み，その問題の影響範囲や被害の程度に応じて警察等の機関に相談

することも検討します。なお，個々の行為がいじめに当たるか否かの判断は，表面的・形式的に行うことな

く，いじめられた児童生徒の立場に立って行うことに留意することが必要です。（参考：いじめの問題への

取組の徹底について（通知） 18文科初第711号　http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/

06102402/001.htm）

� 被害の拡大を防ぐ

誹謗中傷の内容が次々に転載されることで，被害の範囲の拡大や深刻化の危険があります。他サイトへの

転載の有無の確認や，プロバイダへの事実の連絡や削除依頼など，被害の深刻化防止のための措置を迅速に

講じます。（削除依頼の仕方は本誌Webサイト　http://www.japet.or.jp/moral-guidebook/ 参照)

� 児童生徒の状態に留意

問題解決のためには児童生徒の判断で行動せずに，親や教師に相談して行動させる必要

があります。また，被害者や加害者となった児童生徒の状態に留意し，心のケアが必要な

場合は専門的なカウンセリングを受けられる機会や機関を紹介します。

� 相談機関の例

人権相談受付窓口（法務省人権擁護局） http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken113.html 

※子どもの人権110番　　　電話　0120-007-110

都道府県警察本部のサイバー犯罪相談窓口等一覧（警察庁） http://www.npa.go.jp/cyber/soudan.htm
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，ネットいじめへの対応

http://www.kayoo.info/moral-guidebook-2007/kickoff/help/help.php?p22-1
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